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１　総括

(1)　人件費の状況（普通会計決算）

(2)　職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当、児童手当を含まない。

　　　２　職員数は、３年４月１日現在の人数である。

(3)　ラスパイレス指数の状況

　　　　３　　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　　※　　令和４年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で
　　　　上昇している場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

　横浜市は、特殊勤務手当など諸手当の引下げを他都市に先駆けて行ってきたため、給料月額（本給）のみで算出するラ
スパイレス指数は高い指数となりやすい傾向がありますが、実際に職員に支給される諸手当を含めた平均給与月額では、
指定都市の平均を下回る水準となっています（３頁上段参照）。

　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数には
　　　　当該職員を含んでいない。

横浜市 指定都市平均 全国市平均

　（注）１　　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数
　　　　　　（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を
　　　　　　100として計算した指数。

　    　２　　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域
　　　　　　手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて
　　　　　　補正したラスパイレス指数。（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の
　　　　　　指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

千円 千円

38,394 144,813,954 46,466,563 66,341,942 257,622,459 6,710 6,639

　　計　Ｂ

3年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円

区　分 職員数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費 （参考）
一人当たり給与費
Ｂ／Ａ

（参考）
指定都市平均一人当
たり給与費Ａ 給　 料 職員手当 期末･勤勉手当

％

（令和４年１月１日）

3,772,209 2,202,642,428 13,996,572 360,246,247 16.4% 15.2

実質収支 人件費 人件費率 （参考）

3年度 人　　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％

　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ 2年度の人件費率

横浜市の給与・定員管理等について

区　分 住民基本台帳人口 歳出額

H31.4.1
100.2

H31.4.1
99.9 H31.4.1

98.9

R2.4.1
100.1

R2.4.1
99.9 R2.4.1
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R3.4.1
99.7 R3.4.1
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(4)　給与改定の状況

①月例給

　　　　　　　

②特別給（期末・勤勉手当）

　　　　　　　

(5)　給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

[　実施　未実施　]

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由））

②地域手当の見直し

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

③その他の見直し内容

(6)　特記事項

　管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施（平成28年４月１日）

　特になし

国基準による支給割合 12% 13% 15% 16%

横浜市の支給割合 12.26% 12.26% 12.57% 16%

平成26年度の
支給割合

平成27年度の支給割合
見直し後の支給割合

（H28.4.1～）
４月１日時点 遡及改定後

4.40月

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は、期末手
     当及び勤勉手当の年間支給月数である。

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとさ
れている。

（給料表の改定実施時期）平成28年４月１日
（内容）行政職員給料表について、平均3.25％の引下げ。経過措置はなし。

（実施時期）平成28年４月１日より実施。
（支給割合）国基準16％に対し、横浜市においても16％を支給。

（参考）

４年度 4.41月 4.30月 0.11月 0.1月 4.40月

較差 勧　告 国の年間

Ａ 支給月数　 　Ｂ Ａ－Ｂ （改定月数） 支給月数

４年度 387,932

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給
     与月額である。

区　分

人事委員会の勧告

年間支給月数

（参考）

民間の支給割合 公務員の

（0.22％）

387,066 866 0.22% 0.22%

勧　告 国の改定率給与改定率

（参考）

0.30%

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ （改定率）

区　分

人事委員会の勧告

民間給与 公務員給与 較差
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1)　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円3,048,500 1.97

※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成31年～令和３年の３か年平均）
　　なお、廃棄物処理従業員及び用務員については、都道府県別の数値が公表されていないため、全国平均のデータを使用し
　　ている。
※　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているもので
　　はない。
※　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員におい
　　ては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

うち自動車運転手
自家用乗用
自動車運転者 63.9 233,400 1.64 6,016,045

3,697,500 1.67

うち用務員
他に分類されない
運搬・清掃・包装

等従事者
49.1 236,600 1.62 6,285,849 3,187,900 1.97

うち守衛 警備員 51.6 277,200 1.42 6,175,674

4,266,500 1.42

うち学校給食職員
飲食物調理
従事者

43.4 285,800 1.36 6,342,386 3,832,000 1.66

―

区　分

県内民間企業（※）

―

うち清掃職員
廃棄物処理
業従業員

47.0 306,000 1.24 6,079,454

横浜市 ― ― ― ― ―

参　　考

対応する
民間の

類似職種
平均年齢

平均給与月額
Ａ／Ｂ

年収ベース（試算値）の比較
Ｃ／Ｄ

（Ｂ） 公務員（Ｃ） 民間（Ｄ）

指定都市 51.3 943 312,022 391,620 364,510

国 51.1 2,114 286,570 ― 328,416

神奈川県 53.6 256 306,926 373,134 353,165

うち自動車運転手 55.8 40 301,830 383,704 357,663

うち用務員 50.7 632 317,244 384,062 375,675

うち守衛 44.2 15 302,213 392,315 357,605

うち学校給食職員 50.1 380 321,367 387,874 378,755

うち清掃職員 45.3 1,217 294,399 380,405 353,755

横浜市 48.1 2,720 299,685 381,109 359,505

区　分

公　務　員

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額 平均給与月額

（Ａ） （国比較ベース）

国 42.7 323,711 ― 405,049

指定都市 41.8 318,310 431,588 378,248

横浜市 40.6 313,781 383,889 381,881

神奈川県 43.1 324,500 433,417 384,074

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）
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　　　③教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

(2)　職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

(3)　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

404,217 418,223

うち小・中学校 大　学　卒 301,982 384,837 406,185 417,432

うち高等（特別支援）学校 大　学　卒 301,311

教育職 ― ― ―

383,533

― ―

296,392 355,037 369,478

356,913252,585 318,778

404,661

高　校　卒 231,308 326,900 374,031 384,507

371,090 393,081

高　校　卒 213,634

中　学　卒

一般行政職
大　学　卒 263,489

201,097
技能労務職

教育職 大　学　卒 205,700 210,900 －

区　　　　　分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

147,800 155,000 150,600

技能労務職 中　学　卒 141,500 143,800 －

区　　　　　分 横浜市 神奈川県 国

一般行政職
大　学　卒 178,100 188,800 182,200

高　校　卒

うち小・中学校 40.6 342,210 411,286

（注）　
　１　「平均給料月額」とは、令和４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての
      諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
      　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除い
　　　たもの）で算出している。

指定都市 ― ― ―

うち高等（特別支援）学校 43.8 359,660 436,567

うち高等（特別支援）学校 42.5 340,668 429,829

うち小・中学校 40.1 342,409 419,359

うち小・中学校 39.4 334,516 416,424

神奈川県 ― ― ―

横浜市 ― ― ―

うち高等（特別支援）学校 43.1 346,047 431,339

区　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

(1)　一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和４年４月１日現在）

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

（注）１　横浜市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

　　　３　この表における一般行政職は、「令和４年地方公務員給与実態調査」の職務区分による。

  

８　級
局長若しくは区長の職務又はこれに準ずるものと
認められる職務

46 0.4 543,800 625,800

７　級
部長の職務又はこれに準ずるものと認められる職
務

215 1.7 456,500 533,600

６　級
課長の職務又はこれに準ずるものと認められる職
務

769 6.2 318,500 495,300

５　級 課長補佐の職務 483 3.9 265,600 421,300

４　級
係長の職務又はこれに準ずるものと認められる職
務

1,995 16.1 240,600 409,800

３　級
職員Ⅲ（特に高度な知識・技術又は経験を必要と
する職務）

2,713 21.8 220,700 385,600

２　級
職員Ⅱ（高度の知識・技術又は経験を必要とする
職務）

3,778 30.4 198,200 347,500

１　級
職員Ⅰ（基礎的な知識・技術又は経験により業務
を行う職務）

2,429 19.5 126,900 293,600

区　分 標準的な職務内容 職員数 構成比
１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

19.5% 20.1% 20.2%

30.4% 30.3% 30.4%

21.8% 21.7% 22.4%

16.1% 15.8% 15.1%

3.9% 3.9% 3.5%
6.2% 6.2% 6.2%1.7% 1.7% 1.7%

0.4% 0.4% 0.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和４年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

８級

７級

６級

５級

４級

３級

２級

１級
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(2)　国との給料表カーブ比較（行政職（一））（令和４年４月１日現在）
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(3)　昇給への人事評価の活用状況（横浜市）

活用予定時期

標準の区分のみ（一律）

　ロ　　人事評価を実施していない

上位、標準の区分

標準、下位の区分

活用している昇給区分 昇給可能な区分
昇給実績がある区

分
昇給可能な区分

昇給実績がある区
分

上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○

令和４年4月2日から令和５年4月1日までにおける運用 管理職員 一般職員

　イ　　人事評価を活用している
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４　職員の手当の状況

(1)　期末手当・勤勉手当

千円 千円

（３年度支給割合） （３年度支給割合） （３年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・職務段階別加算　５～20％ ・職務段階別加算　５～20％ ・役職加算　５～20％

・管理職加算　13～25％ ・管理職加算　10～20％ ・管理職加算　10～25％

（注１）(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（注２）国は令和３年人事院勧告における0.15月の引き下げ分（4.45月→4.3月）を令和４年６月期で調整。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（横浜市）

(2)　退職手当（令和４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

その他の加算措置 その他の加算措置

・定年前早期退職特例措置（２～20％加算） ・定年前早期退職特例措置（２～45％加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、３年度に退職した職員に支給された平均額である。

39.7575 47.709 47.709 47.709

1,430 20,732

27.788 35.397 28.0395 33.27075

39.7575 47.709 39.7575 47.709

活用予定時期

横　浜　市 国

18.368 27.397 19.6695 24.586875

標準の成績率のみ（一律）

　ロ　　人事評価を実施していない

上位、標準の成績率

標準、下位の成績率

活用している成績率
支給可能な成績

率
支給実績がある成

績率
支給可能な成績

率
支給実績がある成

績率

上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○ ○

令和４年度中における運用 管理職員 一般職員

　イ　　人事評価を活用している

1.90

1.35 0.95 1.35 0.90 1.45 0.90

１人当たり平均支給額（３年度） １人当たり平均支給額（３年度）
―

1,919 1,668

2.45 1.85 2.40 1.90 2.55

横　浜　市 神　奈　川　県 国
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(3)　地域手当

（令和４年４月１日現在）

千円

　円

％ 人 ％

(4)　特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）

千円

　円

　％

特殊な傷病者への接触
従事した回数１回につき
200円

救急救命処置
従事した回数１回につき
510円

死体取扱業務
従事した回数１回につき
1,000～2,000円

有毒ガス発生状況下での
活動

従事した回数１回につき
250円

危険な場所での救助活動
従事した回数１回につき
210円

胸骨圧迫心マッサージ
従事した回数１回につき
300円

消防特殊業務手当
身体、生命に危険のおそ
れがあると認められる業
務に従事する消防職員

特殊な消火活動

86,256 千円

従事した回数１回につき
340円

高所等での活動
従事した回数１回につき
220円・320円

潜水での活動
従事した回数１回につき
310円～1,500円

緊急走行等業務手当
火災、救急業務に係る事
故その他の災害等に出動
した消防吏員

消防用自動車及び救急用
自動車による道路交通法
施行令第14条に定めると
ころによる緊急の用務の
ための運転の業務

75,581 千円
従事した回数１回につき
300円

在外公館の名称及び位置
並びに在外公館に勤務す
る外務公務員の給与に関
する法律の規定により支
給されることとなる在勤
基本手当、住居手当、配
偶者手当及び子女教育手
当の月額の合計(在勤基本
手当及び配偶者手当は法
の規定による額の80％）

環境整備業務手当
一定の事務所等に勤務す
る職員

一般廃棄物の収集、運
搬、処分等その他の環境
整備に関する業務

28,999 千円 日額　100～260円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（３年度決算）
左記職員に対する支給単価

外国勤務手当
フランクフルト・ムンバ
イ・ニューヨーク事務所
に勤務する職員

業務に従事 23,393 千円

児童相談所児童福祉司等
業務手当(※)

中央児童相談所(一時保護
係又は支援課に限る。)、
西部児童相談所、南部児
童相談所又は北部児童相
談所に勤務する職員

児童の福祉に関する専門
的な知識及び技術を必要
とする相談、調査、指
導、児童の一時保護等の
業務に従事

94,674 千円 月額　20,000円

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 55,906

職員全体に占める手当支給職員の割合（３年度） 32.5

手当の種類（手当数） 8

全職員 16.00 36,024 16

支給実績（３年度決算） 698,493

支給実績（３年度決算） 24,907,209

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 691,406

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度(支給率)
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(5)　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円職員１人当たり平均支給年額（２年度決算） 421

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理
　　　職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

支給実績（３年度決算） 9,616,087

職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 442

支給実績（２年度決算） 8,752,628

災害応急対策
等派遣手当

災害対策基本法第２条第１号に規定する災害が発生
した国内の本市の区域外に派遣され、災害応急対策
又は災害復旧のための業務に従事した職員

982 千円

日額　840円・1,680円

国際緊急援助隊の派遣に関する法律の規定に基づく
国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域に派遣
され、同法第２条に規定する国際緊急援助活動に従
事した職員

日額　4,000円

※令和５年11月22日　追加

教員特殊業務手当

小学校、中学校、義務教
育学校、高等学校及び特
別支援学校に勤務する教
育職員

学校の管理下において行
われる部活動、対外運動
競技等又は学校行事とし
て行われる保健・安全的
行事における生徒に関す
る指導業務で、勤務を要
しない日若しくは休日又
はその他の日の正規の勤
務時間外に行うもの

375,869 千円 日額　1,000円～5,000円

ヘリコプター業務手当
横浜ヘリポート等飛行関
連の職員

ヘリコプターの操縦業務

12,739 千円

日額900円～3,700円

ヘリコプターの整備業務 日額1,700円・1,300円

ヘリコプターの搭乗作業
業務に従事

従事した回数１回につき
2,200円・2,860円
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(6)　その他の手当（令和４年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

37,395

義務教育等教員
特別手当

小学校、中学校、義務教育学校、
高等学校及び特別支援学校に勤務
する教育職員に対して、2,000円～
8,000円を支給（月額）

969,686 千円 57,671

管理職員
特別勤務手当

臨時又は緊急の必要その他の公務
の運営の必要により、週休日等
（勤務を要しない日又は休日）及
び週休日等以外の日の午前零時か
ら午前５時までの間において、勤
務した管理又は監督の地位にある
職員に対して、職位と勤務した時
間に応じて3,000円～18,000円を支
給

同じ － 12,116 千円

夜勤手当

正規の勤務時間として午後10時か
ら翌日の午前５時までの間に勤務
を命ぜられた職員に対して、勤務
１時間につき、勤務１時間当たり
の給与額の25/100を支給

同じ －
10頁（5）時間外勤務
手当に含む

10頁（5）時間外勤務
手当に含む

休日給

正規の勤務時間内に休日勤務した
職員に対して、勤務１時間につ
き、勤務１時間当たりの給与額の
135/100を支給

同じ －
10頁（5）時間外勤務
手当に含む

10頁（5）時間外勤務
手当に含む

1,730,329

日直・宿直手当

正規の勤務時間以外の時間及び休
日において、庁舎、設備、備品、
書類等の保全、外部との連絡及び
庁内の監視に従事した職員に対し
て（日直）、庁舎に宿泊して、日
直と同様の業務に従事した職員に
対して（宿直）、勤務１回につき
6,400円を支給
ただし、従事した時間が５時間未
満の場合は3,200円（日直に限る）
を支給

異なる 支給額 52,506 千円 210,022

初任給調整手当
医師・歯科医師、看護師等に対し
て一定期間1,600円～216,000円を
支給（月額）

異なる
支給基準

及び
支給額

91,707 千円

129,180

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員に
対して、その職の特殊性に基づ
き、40,000円～156,000円を支給
（月額）

異なる 支給額 1,629,302 千円 676,059

通勤手当

通勤のため交通機関等を利用する
職員に対して、１か月に要する運
賃等の額に応じて55,000円を限度
に支給（月額)
通勤のため交通用具を使用する職
員に対して、距離に応じて2,000円
～32,100円を支給（月額）

異なる
支給基準

及び
支給額

5,090,222 千円

225,472

住居手当

借家・借間に居住する職員（40歳
未満）に対して、19,600円を支給
（月額）

異なる
支給基準

及び
支給額

1,786,748 千円 207,882

扶養手当
扶養親族１人につき3,500円～
11,500円を支給（月額）

異なる 支給額 3,129,548 千円

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（３年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（３年度決算）
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５　特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）

円

円

円

円

円

月分

月分

　　（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

任期毎

副 市 長 　　1,285,000×在職月数×0.345 21,279,600円 任期毎

（注）退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）勤めた
　　場合における退職手当の見込額である。

4.30

議 員

退
職
手
当

市 長 　　1,599,000×在職月数×0.448 34,384,896円

648,000 円　　

期
末
手
当

市 長 　　（３年度支給割合）

副 市 長 4.30

議 長 　　（３年度支給割合）

副 議 長

円　　

副 議 長 1,061,000 1,061,000 円　／ 703,000 円　　
報

酬

議 長 1,179,000 1,179,000 円　／ 779,000

議 員 953,000 953,000 円　／

500,000 円　　

副 市 長 1,285,000 1,285,000 円　／ 841,500 円　　

区 分 給　料　月　額　等

給

料

（参考）指定都市における最高／最低額

市 長 1,599,000 1,599,000 円　／
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６　職員数の状況

(1)　部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

＜参考＞

人口１万当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口１万当たり職員数 人）

＜参考＞

人口１万当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口１万当たり職員数 人）

＜参考＞

人口１万当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

合　　計
45,965 46,130 165

[ 45,527 ］ [ 45,742 ］

7

交通 2,534 2,529 ▲ 5

下水道 821 826 5

122.29

水道 1,402 1,420 18

98.71

113.21

公
営
企
業
等
会
計
部
門

病院 2,152 2,136 ▲ 16

小　計 38,236 38,394 158

普
通
会
計
部
門

その他 820 825 5

小　計
7,729 7,736

教育部門 19,103 19,219 116 国の基準に基づく教職員の増員等

消防部門 3,654 3,669 15 組織体制強化・常勤再任用職員の配置

40.76

46.24

一
般
行
政
部
門

衛生 3,685 3,755 70 組織体制強化・常勤再任用職員の配置

計 15,479 15,506 27

土木 2,334 2,352 18 組織体制強化・常勤再任用職員の配置

民生 4,527 4,563 36 組織体制強化・常勤再任用職員の配置

農林水産 135 137 2

商工 261 189 ▲ 72 業務の収束

労働 25 25 0

総務 3,299 3,276 ▲ 23 業務の収束

議会 56 57 1

税務 1,157 1,152 ▲ 5

　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
令和３年 令和４年
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(2)　年齢別職員構成の状況（令和４年４月１日現在）

　

(3) 職員数の推移

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

2,610 (6.0%)

7,736 196 (2.6%)

総合計 43,520 43,680 43,793 44,745 45,965 46,130

公営企業等会計計 7,540 7,604 7,622 7,682 7,729

(3.5%)

普通会計計 35,980 36,076 36,171 37,063 38,236 38,394 2,414 (6.7%)

1,541 (8.7%)

消防 3,545 3,579 3,580 3,654 3,654 3,669 124

15,506 749 (5.1%)

教育 17,678 17,670 17,619 18,104 19,103 19,219

一般行政 14,757 14,827 14,972 15,305 15,479

（単位：人・％）

           　　年度
　部門別

29年 30年 31年 令和２年 令和３年 令和４年
過去５年間の
増減数（率）

4,226 4,639 4,284 4,378 2,179 46,130

人 人 人

121 2,398 4,787 4,841 5,182 4,710 4,385

人 人 人 人 人 人

55歳 59歳 以上

職員数
人 人 人 人

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳

～ ～ ～ ～ ～ ～

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳

51歳

48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～

0

2

4

6

8

10

12

20

歳

未

満

20

|

23

歳

24

|

27

歳

28

|

31

歳

32

|

35

歳

36

|

39

歳

40

|

43

歳

44

|

47

歳

48

|

51

歳

52

|

55

歳

56

|

59

歳

60

歳

以

上

構成比

５年前の構成比
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７　公営企業職員の状況

(1)　水道事業

  　①　職員給与費の状況

ア　決算

（参考）

（注）１　資本勘定支弁職員に係る職員給与費1,850,003千円を含まない。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　２　職員数は、令和４年３月31日現在の人数である。

イ　 特記事項

なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和４年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

.

（３年度支給割合） （３年度支給割合）

期末手当　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・職務段階別加算　５～20％ ・職務段階別加算　５～20％

・管理職加算　25％ ・管理職加算　13～25％

（注）(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　指定都市（水道事業）の１人当たり平均支給額は、1,573千円となっている。

2.45 1.85 2.45 1.85

1.35 0.95 1.35 0.95

１人当たり平均支給額（３年度） １人当たり平均支給額（３年度）

1,712 千円　 1,919 千円　

指定都市（水道事業） 46.5 359,973 540,544

横浜市（水道事業） 横浜市（一般行政職）

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

横浜市（水道事業） 44.5 385,955 587,892

千円

1,455 5,508,622 1,893,518 2,490,599 9,892,739 6,799 6,499

　　計　Ｂ 給与費 Ｂ／Ａ

３年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円

区　分 職員数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費 一人当たり （参考）指定都市水道
事業平均一人当たり給
与費Ａ 給　 料 職員手当 期末･勤勉手当

％

72,988,027 10,030,263 10,667,041 14.6 14.8

Ｂ Ｂ／Ａ

３年度 千円 千円 千円 ％

区　分 総費用
純損益又は
実質収支

職員給与費
総費用に占める職
員給与費比率

２年度の総費用に占め
る職員給与費比率Ａ
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イ　退職手当（令和４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

その他の加算措置 その他の加算措置

・定年前早期退職特例措置（２～20％加算） ・定年前早期退職特例措置（２～20％加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、３年度に退職した職員に支給された平均額である。

　指定都市（水道事業）の１人当たり平均支給額は、18,222千円となっている。

ウ　地域手当（令和４年４月１日現在）

千円

　円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）

千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日給及び夜勤手当を含む。

支給実績（２年度決算） 545,065

職員１人当たり平均支給年額（２年度決算） 383

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理
      職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

日額　840円～4,000円

オ　時間外勤務手当

支給実績（３年度決算） 520,320

職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 371

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（３年度決算）
左記職員に対する支給単価

災害応急対策等派遣手当

災害対策基本法に規定す
る災害が発生した国内の
本市の区域以外の地域に
派遣又は国際緊急援助隊
の派遣に関する法律の規
定に基づく国際緊急援助
隊の活動が行われる海外
の地域に派遣された職員

災害応急対策、災害復旧
のための業務又は国際緊
急援助隊の派遣に関する
法律に規定する国際緊急
援助活動に従事

0 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 0

職員全体に占める手当支給職員の割合（３年度） -

手当の種類（手当数） 1

全職員 16.00 1,451 16.00

支給実績（３年度決算） 0

支給実績（３年度決算） 912,310

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 628,745

支給対象地域 支給率 支給対象職員数
一般行政職の制度

（支給率）

39.7575 47.709 39.7575 47.709

2,100 21,501 1,430 20,732

27.788 35.397 27.788 35.397

39.7575 47.709 39.7575 47.709

横浜市（水道事業） 横浜市（一般行政職）

18.368 27.397 18.368 27.397
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カ　その他の手当（令和４年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

（注）「③職員の手当の状況」における一般行政職とは、公営企業職員を除く横浜市職員をいう。

7,955
管理職員

特別勤務手当

臨時又は緊急の必要その他の公務
の運営の必要により、休業日（勤
務を要しない日又は休日）及び休
業日以外の日の午前０時から午前
５時までの間において１時間以上
勤務した管理又は監督の地位にあ
る職員に対して、4,000円～18,000
円を支給

同じ － 350 千円

夜勤手当

正規の勤務時間として午後10時か
ら翌日の午前５時までの間に勤務
を命ぜられた職員に対して、勤務
１時間につき、勤務１時間当たり
の給与額の25/100を支給

同じ －
16頁「オ　時間外勤

務手当」に含む
16頁「オ　時間外勤

務手当」に含む

休日給

正規の勤務時間内に休日勤務した
職員に対して、勤務１時間につ
き、勤務１時間当たりの給与額の
135/100を支給

同じ －
16頁「オ　時間外勤

務手当」に含む
16頁「オ　時間外勤

務手当」に含む

738,385

単身赴任手当

異動又は勤務場所の移転に伴い、
移転後の勤務場所へ通勤すること
が困難である等の職員に対し、
30,000円を支給（月額）
また、距離に応じ8,000円～70,000
円を加算する。

同じ － 912 千円 456,000

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員に
対して、その職の特殊性に基づ
き、48,000円～156,000円を支給
（月額）

同じ － 38,396 千円

207,391

通勤手当

通勤のため交通機関等を利用する
職員に対して、１か月に要する運
賃等の額に応じて55,000円を限度
に支給（月額)
通勤のため交通用具を使用する職
員に対して、距離に応じて2,000円
～32,100円を支給（月額）

同じ － 221,808 千円 157,646

住居手当

借家・借間に居住する職員（40歳
未満）に対して、19,600円を支給
（月額）

同じ － 52,055 千円

支給職員１人当たり
平均支給年額

（３年度決算）

扶養手当
扶養親族１人につき3,500円～
11,500円を支給（月額）

同じ － 147,367 千円 223,622

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績
（３年度決算）



18

(2)　工業用水道事業

  　①　職員給与費の状況

ア　決算

（参考）

（注）１　資本勘定支弁職員に係る職員給与費19,150千円を含まない。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　２　職員数は、令和４年３月31日現在の人数である。

イ　 特記事項

なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和４年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（３年度支給割合） （３年度支給割合）

期末手当　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・職務段階別加算　５～20％ ・職務段階別加算　５～20％

・管理職加算　25％ ・管理職加算　13～25％

（注）(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　指定都市（工業用水道事業）の１人当たり平均支給額は、1,641千円となっている。

2.45 1.85 2.45 1.85

1.35 0.95 1.35 0.95

１人当たり平均支給額（３年度） １人当たり平均支給額（３年度）

1,868 千円　 1,919 千円　

指定都市（工業用水道事業） 46.6 374,725 553,513

横浜市（工業用水道事業） 横浜市（一般行政職）

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

横浜市（工業用水道事業） 46.7 403,587 594,807

千円

26 105,308 27,138 48,577 181,023 6,962 6,663

　　計　Ｂ 給与費 Ｂ／Ａ

３年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円

区　分 職員数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費 一人当たり （参考）指定都市工業
用水道事業平均一人当
たり給与費Ａ 給　 料 職員手当 期末･勤勉手当

％

1,974,923 768,291 214,849 10.9 11.7

Ｂ／Ａ

３年度 千円 千円 千円 ％

区　分 総費用
純損益又は
実質収支

職員給与費
総費用に占める職
員給与費比率

２年度の総費用に占め
る職員給与費比率Ａ Ｂ
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イ　退職手当（令和４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

その他の加算措置 その他の加算措置

・定年前早期退職特例措置（２～20％加算） ・定年前早期退職特例措置（２～20％加算）

※　退職手当はすべて水道事業会計で支出し、工業用水道事業では負担金を支払っているため退職手当は支給していない。

ウ　地域手当（令和４年４月１日現在）

千円

　円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）

千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日給及び夜勤手当を含む。

支給実績（２年度決算） 2,950

職員１人当たり平均支給年額（２年度決算） 118

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理
      職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

日額　840円～4,000円

オ　時間外勤務手当

支給実績（３年度決算） 2,011

職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 80

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（３年度決算）
左記職員に対する支給単価

災害応急対策等派遣手当

災害対策基本法に規定す
る災害が発生した国内の
本市の区域以外の地域に
派遣又は国際緊急援助隊
の派遣に関する法律の規
定に基づく国際緊急援助
隊の活動が行われる海外
の地域に派遣された職員

災害応急対策、災害復旧
のための業務又は国際緊
急援助隊の派遣に関する
法律に規定する国際緊急
援助活動に従事

0 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 0

職員全体に占める手当支給職員の割合（３年度） -

手当の種類（手当数） 1

全職員 16.00 26 16.00

支給実績（３年度決算） 0

支給実績（３年度決算） 17,367

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 667,944

支給対象地域 支給率 支給対象職員数
一般行政職の制度

（支給率）

39.7575 47.709 39.7575 47.709

2,100 21,501 1,430 20,732

27.788 35.397 27.788 35.397

39.7575 47.709 39.7575 47.709

横浜市（工業用水道事業） 横浜市（一般行政職）

18.368 27.397 18.368 27.397
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カ　その他の手当（令和４年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

（注）「③職員の手当の状況」における一般行政職とは、公営企業職員を除く横浜市職員をいう。

4,000
管理職員

特別勤務手当

臨時又は緊急の必要その他の公務
の運営の必要により、休業日（勤
務を要しない日又は休日）及び休
業日以外の日の午前０時から午前
５時までの間において１時間以上
勤務した管理又は監督の地位にあ
る職員に対して、4,000円～18,000
円を支給

同じ － 4 千円

夜勤手当

正規の勤務時間として午後10時か
ら翌日の午前５時までの間に勤務
を命ぜられた職員に対して、勤務
１時間につき、勤務１時間当たり
の給与額の25/100を支給

同じ －
19頁「オ　時間外勤

務手当」に含む
19頁「オ　時間外勤

務手当」に含む

休日給

正規の勤務時間内に休日勤務した
職員に対して、勤務１時間につ
き、勤務１時間当たりの給与額の
135/100を支給

同じ －
19頁「オ　時間外勤

務手当」に含む
19頁「オ　時間外勤

務手当」に含む

636,000

単身赴任手当

異動又は勤務場所の移転に伴い、
移転後の勤務場所へ通勤すること
が困難である等の職員に対し、
30,000円を支給（月額）
また、距離に応じ8,000円～70,000
円を加算する。

同じ － 0 千円 0

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員に
対して、その職の特殊性に基づ
き、48,000円～156,000円を支給
（月額）

同じ － 636 千円

215,600

通勤手当

通勤のため交通機関等を利用する
職員に対して、１か月に要する運
賃等の額に応じて55,000円を限度
に支給（月額)
通勤のため交通用具を使用する職
員に対して、距離に応じて2,000円
～32,100円を支給（月額）

同じ － 3,230 千円 129,184

住居手当

借家・借間に居住する職員（40歳
未満）に対して、19,600円を支給
（月額）

同じ － 1,294 千円

支給職員１人当たり
平均支給年額

（３年度決算）

扶養手当
扶養親族１人につき3,500円～
11,500円を支給（月額）

同じ － 2,597 千円 216,417

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績
（３年度決算）
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(3) 自動車事業

  　①　職員給与費の状況

ア　決算

（参考）

（注）１　資本勘定支弁職員に係る職員給与費はなし。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、令和４年３月31日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和４年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

（うちバス事業運転手）

歳 人 円 円

歳 人 円 円

歳 円 円 円 1.24

※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成31年～令和３年の３
　か年平均）
※　民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。
※　平均月収額には、期末・勤勉手当（民間は年間賞与）等を含む。
※　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍した試算値であ
　る。

横浜市 営業用バス運転手 51.2 466,600 1.24 6,945,924

平均月収額
Ａ／Ｂ

年収ベース（試算値）の比較

5,599,200

Ｃ／Ｄ
（Ｂ） 公務員（Ｃ） 民間（Ｄ）

指定都市平均 49.0 508 315,875 530,498

区　　分

県内民間企業 参　　考

対応する
民間の
類似職種

平均年齢

（Ａ）

横浜市 48.5 1,160 338,026 578,827

指定都市（バス事業）平均 48.7 326,719 543,759

区　　分

公　務　員

平均年齢 職員数 基本給
平均月収額

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

横浜市（自動車事業） 48.0 344,023 585,962

千円

1,332 4,966,016 2,924,992 2,186,521 10,077,529 7,566 6,565

　　計　Ｂ 給与費 Ｂ／Ａ

３年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円

区　分 職員数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費 一人当たり （参考）
指定都市バス事業平均
一人当たり給与費Ａ 給　 料 職員手当 期末･勤勉手当

％

20,098,471 -1,120,386 13,433,148 66.8% 66.4

Ｂ／Ａ

３年度 千円 千円 千円 ％

区　分 総費用
純損益又は
実質収支

職員給与費
総費用に占める職
員給与費比率

31年度の総費用に占め
る職員給与費比率Ａ Ｂ
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③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（３年度支給割合） （３年度支給割合）

期末手当　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・職務段階別加算　５～20％ ・職務段階別加算　５～20％

・管理職加算　13～25％ ・管理職加算　13～25％

（注）(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　指定都市（バス事業）の１人当たり平均支給額は、1,418千円となっている。

イ　退職手当（令和４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

その他の加算措置 その他の加算措置

・定年前早期退職特例措置（２～20％加算） ・定年前早期退職特例措置（２～20％加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、３年度に退職した職員に支給された平均額である。

　指定都市（バス事業）の１人当たり平均支給額は、13,925千円となっている。

ウ　地域手当（令和４年４月１日現在）

千円

　円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和３年４月１日現在）

千円

　円

　％

１月あたり3,000～5,000
円

整備手当
バス営業所の自動車検査
員、職長、整備主任者

整備業務 767 千円
１月あたり1,000～3,000
円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（３年度決算）
左記職員に対する支給単価

助役・操車手当 バス営業所の助役、操車 助役、操車業務 2,499 千円

マスタードライバー手当 バス乗務員 運転業務 7,081 千円 １月あたり3,000円

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 36,691

職員全体に占める手当支給職員の割合（３年度） 20

手当の種類（手当数） 3

全職員 16.00 1,445 16.00

支給実績（３年度決算） 10,347

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 570,528

支給対象地域 支給率 支給対象職員数
一般行政職の制度

（支給率）

435 16,479 1,430 20,732

支給実績（３年度決算） 826,817

39.7575 47.709 39.7575 47.709

39.7575 47.709 39.7575 47.709

18.368 27.397 18.368 27.397

27.788 35.397 27.788 35.397

1.35 0.95 1.35 0.95

横浜市（自動車事業） 横浜市（一般行政職）

1,555 千円　 1,919 千円　

2.45 1.85 2.45 1.85

横浜市（自動車事業） 横浜市（一般行政職）

１人当たり平均支給額（３年度） １人当たり平均支給額（３年度）
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千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日給及び夜勤手当を含む。

カ　その他の手当（令和４年４月１日現在）

円

円

円

円

円

（注）「③職員の手当の状況」における一般行政職とは、公営企業職員を除く横浜市職員をいう。

0
管理職員

特別勤務手当

臨時又は緊急の必要その他の公務
の運営の必要により、勤務を要し
ない日又は休日及び公休日以外の
日の午前零時から午前５時までの
間において１時間以上勤務した管
理又は監督の地位にある職員に対
して、4,000円～18,000円を支給

同じ － 0 千円

夜勤手当

正規の勤務時間として午後10時か
ら翌日の午前５時までの間に勤務
を命ぜられた職員に対して、勤務
１時間につき、勤務１時間当たり
の給与額の25/100を支給

同じ －
上記「オ　時間外勤
務手当」に含む

上記「オ　時間外勤
務手当」に含む

休日給

正規の勤務時間に休日勤務した職
員に対して、勤務１時間につき、
勤務１時間当たりの給与額の
100/100を支給

異なる 支給割合
上記「オ　時間外勤
務手当」に含む

上記「オ　時間外勤
務手当」に含む

102,746

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員に
対して、その職の特殊性に基づ
き、48,000円～156,000円を支給
（月額）

同じ － 10,928 千円 840,615

通勤手当

通勤のため交通機関等を利用する
職員に対して、１か月に要する運
賃等の額に応じて55,000円を限度
に支給（月額)
通勤のため交通用具を使用する職
員に対して、距離に応じて2,000
円～32,100円を支給（月額）

同じ － 148,468 千円

131,947

住居手当

借家・借間に居住する職員（40歳
未満）に対して、19,600円を支給
（月額）

同じ － 40,649 千円 28,131

扶養手当
扶養親族１人につき3,500円～
11,500円を支給（月額）

同じ － 190,664 千円

職員１人当たり平均支給年額（２年度決算） 1,273

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理
      　職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績
（３年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（３年度決算）

オ　時間外勤務手当

支給実績（３年度決算） 1,697,119

職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 1,185

支給実績（２年度決算） 1,794,677
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(4)　高速鉄道事業

  　①　職員給与費の状況

ア　決算

（参考）

（注）１　資本勘定支弁職員に係る職員給与費1,189,480千円を含まない。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、３年３月31日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和４年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

（うち鉄軌道事業運転手）

歳 人 円 円

歳 円 円 円6,301,200

区　　分

民間

0.92

※　指定都市平均は、鉄道事業（運転手以外の職種を含む。）に係る値である。
※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成31年～R3年の３
　か年平均）
※　民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。
※　平均月収額には、期末・勤勉手当（民間は年間賞与）等を含む。
※　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍した試算値である。

横浜市 電車運転士 40 525,100 0.92 5,783,304

参　　考

対応する
民間の
類似職種

平均年齢
平均月収額

Ａ／Ｂ
年収ベース（試算値）の比較

Ｃ／Ｄ
（Ｂ） 公務員（Ｃ） 民間（Ｄ）

（Ａ）

横浜市 37.0 257 277,329 481,942

指定都市（鉄道事業）平均 44.8 340,388 565,571

区　　分

公　務　員

平均年齢 職員数 基本給
平均月収額

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

横浜市（高速鉄道事業） 42.8 333,518 561,484

千円

996 3,688,759 1,987,744 1,661,507 7,338,010 7,367 6,830

　　計　Ｂ 給与費 Ｂ／Ａ

３年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円

区　分 職員数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費 一人当たり （参考）
指定都市鉄道事業平均
一人当たり給与費Ａ 給　 料 職員手当 期末･勤勉手当

％

40,009,849 481,280 8,442,089 21.1% 20.1

Ｂ／Ａ

３年度 千円 千円 千円 ％

区　分 総費用
純損益又は
実質収支

職員給与費
総費用に占める職
員給与費比率

２年度の総費用に占め
る職員給与費比率Ａ Ｂ
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③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（2年度支給割合） （2年度支給割合）

期末手当　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・職務段階別加算　５～20％ ・職務段階別加算　５～20％

・管理職加算　13～25％ ・管理職加算　13～25％

（注）(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　指定都市（鉄道事業）の１人当たり平均支給額は、1,462千円となっている。

イ　退職手当（令和４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

その他の加算措置 その他の加算措置

・定年前早期退職特例措置（２～20％加算） ・定年前早期退職特例措置（２～20％加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、３年度に退職した職員に支給された平均額である。

　指定都市（鉄道事業）の１人当たり平均支給額は、14625千円となっている。

ウ　地域手当（令和４年４月１日現在）

千円

　円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）

千円

　円

　％

１件あたり1,200円

運転士手当
地下鉄運転士、地下鉄指
導運転士

運転業務 7,844 千円
１月あたり3,000～5,000
円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（３年度決算）
左記職員に対する支給単価

宿泊手当 乗務員、技術現業職員 運転業務、保守業務 34,609 千円

助役手当 助役 助役業務 5,437 千円 １月あたり5,000円

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 136,439

職員全体に占める手当支給職員の割合（３年度） 35.2

手当の種類（手当数） 3

全職員 16.00 1,057 16.00

支給実績（３年度決算） 47,890

支給実績（３年度決算） 608,803

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 574,884

支給対象地域 支給率 支給対象職員数
一般行政職の制度

（支給率）

39.7575 47.709 39.7575 47.709

3,487 18,860 1,430 20,732

27.788 35.397 27.788 35.397

39.7575 47.709 39.7575 47.709

横浜市（高速鉄道事業） 横浜市（一般行政職）

18.368 27.397 18.368 27.397

2.45 1.85 2.45 1.85

1.35 0.95 1.35 0.95

１人当たり平均支給額（３年度） １人当たり平均支給額（３年度）

1,668 千円　 1,919 千円　

横浜市（高速鉄道事業） 横浜市（一般行政職）
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千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日給及び夜勤手当を含む。

カ　その他の手当（令和４年４月１日現在）

円

円

円

円

円

（注）　「③職員の手当の状況」における一般行政職とは、公営企業職員を除く横浜市職員をいう。

0
管理職員

特別勤務手当

臨時又は緊急の必要その他の公務
の運営の必要により、勤務を要し
ない日又は休日及び公休日以外の
日の午前零時から午前５時までの
間において１時間以上勤務した管
理又は監督の地位にある職員に対
して、4,000円～18,000円を支給

同じ － 0 千円

夜勤手当

正規の勤務時間として午後10時か
ら翌日の午前５時までの間に勤務
を命ぜられた職員に対して、勤務
１時間につき、勤務１時間当たり
の給与額の25/100を支給

同じ －
上記「オ　時間外勤

務手当」に含む
上記「オ　時間外勤

務手当」に含む

休日給

正規の勤務時間内に休日勤務した
職員に対して、勤務１時間につ
き、勤務１時間当たりの給与額の
100/100を支給

異なる 支給割合
上記「オ　時間外勤

務手当」に含む
上記「オ　時間外勤

務手当」に含む

175,134

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員に
対して、その職の特殊性に基づ
き、48,000円～156,000円を支給
（月額）

同じ － 21,574 千円 799,037

通勤手当

通勤のため交通機関等を利用する
職員に対して、１か月に要する運
賃等の額に応じて55,000円を限度
に支給（月額)
通勤のため交通用具を使用する職
員に対して、距離に応じて2,000
円～32,100円を支給（月額）

同じ － 174,434 千円

95,066

住居手当

借家・借間に居住する職員（40歳
未満）に対して、19,600円を支給
（月額）

同じ － 45,927 千円 46,111

扶養手当
扶養親族１人につき3,500円～
11,500円を支給（月額）

同じ － 94,686 千円

職員１人当たり平均支給年額（２年度決算） 909

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理
      職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績
（３年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（３年度決算）

オ　時間外勤務手当

支給実績（３年度決算） 994,430

職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 998

支給実績（２年度決算） 958,737
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(5) 病院事業

  　①　職員給与費の状況

ア　決算

（参考）

（注）１　資本勘定支弁職員に係る職員給与費197,463千円を含まない。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、３年３月31日現在の人数である。

イ　 特記事項

なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和４年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（３年度支給割合） （３年度支給割合）

期末手当　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・職務段階別加算　５～20％ ・職務段階別加算　５～20％

・管理職加算　13～25％ ・管理職加算　13～25％

（注）(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　指定都市（病院事業）の１人当たり平均支給額は、1,320千円となっている。

1.85 2.45 1.85

0.95 1.35 0.95

１人当たり平均支給額（３年度） １人当たり平均支給額（３年度）

千円　 1,919 千円　1,684

2.23

1.20

指定都市（病院事業・事務職）平均 44.6 359,764 558,565

横浜市（病院事業） 横浜市（一般行政職）

指定都市（病院事業・医師）平均 41.5 575,833 1,379,670

指定都市（病院事業・看護師）平均 38.8 297,705 477,169

横浜市（病院事業・看護師）

横浜市（病院事業・事務職）

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

横浜市（病院事業・医師）

38.3 335,679 445,421

41.3 380,220 459,903

43.4 542,074 1,208,723

千円

14,342,222 8,614 7,187

　　計　Ｂ 給与費 Ｂ／Ａ

３年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円

1,665 5,887,995 5,661,842 2,792,385

区　分 職員数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費 一人当たり （参考）
指定都市病院事業平均
一人当たり給与費Ａ 給　 料 職員手当 期末･勤勉手当

％

36.1 42.049,228,184 -1,237,323 17,795,869

Ｂ／Ａ

３年度 千円 千円 千円 ％

区　分 総費用
純損益又は
実質収支

職員給与費
総費用に占める職
員給与費比率

２年度の総費用に占め
る職員給与費比率Ａ Ｂ
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イ　退職手当（令和４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

その他の加算措置 その他の加算措置

・定年前早期退職特例措置（２～20％加算） ・定年前早期退職特例措置（２～20％加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、３年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（令和４年４月１日現在）

千円

　円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）

千円

　円

　％

6,172

10,000

144,326

災害応急対策
等派遣手当

災害対策基本法第２条第１号に規定する災害が発生
した国内の本市の区域外に派遣され、災害応急対策
又は災害復旧のための業務に従事した職員

― 千円

日額　840円・1,680円

国際緊急援助隊の派遣に関する法律の規定に基づく
国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域に派遣
され、同法第２条に規定する国際緊急援助活動に従
事した職員

日額　4,000円

緊急呼出待機
手当

病院に勤務する医師及び
看護師

緊急時の診療業務に対応
するため自宅等に待機を
した場合

千円
医師　１回2,500円
看護師　１回2,000円

１回3,500円（深夜の全部
を含む勤務である場合
3,800円加算、深夜におけ
る勤務時間が２時間に満
たない場合2,600円、特別
の事情のあるとき400円加
算）

分べん手当 病院に勤務する医師 分べん補助業務に従事 千円 １件10,000円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（３年度決算）
左記職員に対する支給単価

夜間看護手当
病院の病棟に勤務する助
産師、看護師及び准看護
師

正規の勤務時間による勤
務が深夜帯において行わ
れる業務に従事

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（３年度）

手当の種類（手当数） 4

全職員 16.00 16.00

支給実績（３年度決算）

1,665

341,155

407,339

71.0

支給実績（３年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算）

支給対象地域 支給率 支給対象職員数
一般行政職の制度

（支給率）

39.7575 47.709 39.7575 47.709

1,430 20,732

27.788 35.397 27.788 35.397

39.7575 47.709 39.7575 47.709

2,945 18,736

981,142

589,274

横浜市（病院事業） 横浜市（一般行政職）

18.368 27.397 18.368 27.397
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千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日給及び夜勤手当を含む。

カ　その他の手当（令和４年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

（注）「③職員の手当の状況」における一般行政職とは、公営企業職員を除く横浜市職員をいう。

895,554

537

管理職員
特別勤務手当

臨時又は緊急の必要その他の公務
の運営の必要により、勤務を要し
ない日又は休日において、４時間
以上勤務した管理又は監督の地位
にある職員に対して、8,000円～
12,000円（８時間以上勤務した場
合は、この額の150/100の額）を支
給

同じ －

夜勤手当

正規の勤務時間として午後10時か
ら翌日の午前5時までの間に勤務を
命ぜられた職員に対して、勤務１
時間につき、勤務１時間当たりの
給与額の25/100を支給

同じ －
上記「オ　時間外勤

務手当」に含む
上記「オ　時間外勤

務手当」に含む

休日給

正規の勤務時間内に休日勤務した
職員に対して、勤務１時間につ
き、勤務１時間当たりの給与額の
135/100を支給

同じ －
上記「オ　時間外勤

務手当」に含む
上記「オ　時間外勤

務手当」に含む

日直・宿直手当

【日直】正規の勤務時間以外の時
間及び休日において、庁舎、設
備、備品、書類等の保全、外部と
の連絡及び庁内の監視に従事
【宿直】庁舎に宿泊して、日直と
同様の業務に従事した職員に対し
て、勤務１回につき6,400円（医師
等は15,400円）、従事した時間が
５時間未満の場合は3,200円（日直
に限る）を支給

同じ －

68,00068 千円

初任給調整手当
医師・歯科医師、看護師等に対し
て一定期間1,600円～306,000円を
支給（月額）

異なる 支給額

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員に
対して、その職の特殊性に基づ
き、職務の級及び職の区分に応じ
て、50,000円～161,500円を支給
（月額）

同じ －

通勤手当

通勤のため交通機関等を利用する
職員に対して、１か月に要する運
賃等の額に応じて55,000円を限度
に支給（月額)
通勤のため交通用具を使用する職
員に対して、距離に応じて2,000円
～32,100円を支給（月額）

同じ －

842,848

333,002 千円 1,387,508

住居手当

借家・借間に居住する職員（40歳
未満）に対して、19,600円を支給
（月額）

同じ －

638,035 千円

95,899

125,716 千円 910,987

195,539 千円

73,077 千円 199,121

扶養手当
扶養親族１人につき2,000円～
11,500円を支給（月額）

同じ －

職員１人当たり平均支給年額（２年度決算） 562

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理
    　  職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績
（３年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（３年度決算）

オ　時間外勤務手当

支給実績（３年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（３年度決算）

支給実績（２年度決算） 808,835

218,121108,842 千円
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